
第35回社会保障審議会医療保険部会  平成21年11月25日   

平成22年度診療報酬改定の基本方針（案）  

Ⅰ 平成22年度診療報酬改定に係る基本的考え方  

1．基本認識・重点課題等   

○ 医療は、国民の安心の基盤であり、国民一人一人が必要とする医療を適切   

に受けられる環境を整備するため、不断の取組が求められるところである。   

○ 前回の診療報酬改定においても、医師不足などの課題が指摘される中で所   

要の改定が行われたところであるが、これらの課題は必ずしも解消しておら   

ず、我が国の医療は、危機的な状況に置かれている。   

○ このような状況に対しては、医療費全体の底上げを行うことにより対応す   

べきであるとの意見があった一方で、賃金の低下や失業率の上昇など、国民   

生活も厳しい状況に置かれており、また、保険財政も極めて厳しい状況にあ   

る中で、医療費全体を引き上げる状況にはなく、限られた財源の中で、医療   

費の配分の大幅な見直しを行うことにより対応すべきとの意見があった。   

○ このような議論を踏まえた上で、平成22年度診療報酬改定においては、   

「救急、削、児、外科等の医療の再建」及び「病院勤務医の負担の軽率   

（医療従事者の増員に努める医療機関への支援）」を改定の重点課題として  

取り組むべきである。   

○ また、その際には、地域特性への配慮や使途の特定といった補助金の役割  

との分担を十分に踏まえるべきである。  

2．改定の視点  

O 「救急、産科、小児、外科等の医療の再建」、「病院勤務医の負担の軽減（医   
療従事者の増員に努める医療機関への支援）」といった重点課題以外にも、   

がん対策や認知症対策など、国民の安心・安全を確保していく観点から充実   

が求められている領域も存在している。  

このため、「充実が求められる領域を適切に評価していく視点」を今回の   

診療報酬改定の視点の一つとして位置付けるべきである。  

○ 一方、医療は、これを提供する側と受ける側との協働作業であり、患者が   

必要な情報に基づき納得した上で医療に参加していける環境を整えること   

や、安全であることはもちろん、生活の質という観点も含め、患者一人一人   

の心身の状態にあった医療を受けられるようにすることが求められる。  
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このため、「患者から見て分かりやすく納得でき、安心‥安全で、生活の   

質にも配慮した医療を実現する視点」を今回の診療報酬改定の視点の一つと   

して位置付けるべきである。  

○ また、患者の視点に立った場合、質の高い医療をより効率的に受けられる   

ようにすることも求められるが、これを実現するためには、医療だけでなく、   

介護も含めた機能分化と連携を推進していくことが必要である。  

このため、「医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効   

率的な医療を実現する視点」を今回の診療報酬改定の視点の一つとして位置   

付けるべきである。  

○ 次に、医療を支える財源を考えた場合、医療費は公費や保険料を主な財源   

としており、国民の負担の軽減の観点から、効率化の余地があると思われる   

領域については、その適正化を図ることが求められる。  

このため、「効率化の余地があると思われる領域を適正化する視点」を今   

回の診療報酬改定の視点の一つとして位置付けるべきである。  

Ⅱ 平成22年度診療報酬改定の基本方針（2つの重点課題と4つの視点から）  

1．重点課題  

（1）救急、産科、小児、外科等の医療の再建   

○ 我が国の医療が置かれている危機的な状況を解消し、国民に安心感を与え   

る医療を実現していくためには、それぞれの地域で関係者が十分に連携を図  

りつつ、救急、産科、小児、 外科等の医療を適切に提供できる体制をさらに   

充実させていくことが必要である。   

○ このため、地域連携による救急患者の受入の推進や、小児や妊産婦を含め   

た救急患者を受け入れる医療機関に対する評価、新生児等の救急搬送を担う   

医師の活動の評価や 

床・在宅療養の機能強化、手術の適正評価などについて検討するべきである。  

（2）癖瀾卿（医療従事者の増員1こ努める医療機関への支援）   

○ また、救急、産科、小児、 外科等の医療を適切に提供できる体制を充実さ   

せていくためにも、これらの医療の中心的役割を担う病院勤務医の負担の軽   

減を図ることが必要であり、そのためには、これらの医療を担う医療機関の   

従事者の確保や増員を図ることが求められる。  
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○ このため、入院医療の充実を図る観点からの評価、とりわけ看護師や薬剤   

師等医師以外の医療職が担う役割の評価や、看護補助者等医療職以外の職員   

が担う役割の評価などについて検討するとともに、医療クラークの配置の促   

進など、医師の業務そのものを減少させる取組に対する評価などについて検   

討するべきである。  

○ また、有床診療所を含めた地域の医療機関や医療・介護関係職種が、連携   

しつつ、それぞれの役割を適切に果たしていくことが、病院勤務医の負担の   

軽減につながると考えられることから、この点を踏まえた診療報酬上の評価   

について検討するべきである。  

2．4つの視点  

（1）僻価していく視点   
○ 国民の安心・安全を確保していくためには、我が国の医療の中で充実が求   

められている領域については、診療報酬においても適切に評価していくこと  

が求められる。   

○ このため、がん医療の推進や認知症医療の推進、新型インフルエンザや結   

核等の感染症対策の推進や肝炎対策の推進、質の高い精神科入院医療の推進  

や歯科医療の充実などに対する適切な評価について検討するべきである。   

○ 一方、手術以外の医療技術の適正評価についても検討するとともに、新し  

い医療技術や医薬品等については、イノベーションの適切な評価について検  

討するべきである。  

（2）患者からみて分かりやすく納得でき、雲岬嘉した  

医療を実現する視鼻  

○ 医療は、これを提供する側と受ける側との協働作業であり、患者の視点に   

立った場合、分かりやすくて納得でき、安心・安全で、生活の質にも配慮し   

た医療を実現することが求められる。  

○ このため、医療の透明化や、診療報酬を患者等に分かりやすいものとする   

ことなどを検討するほか、医療安全対策の推進や、患者一人一人の心身の特   

性や生活の質に配慮した医療の実現、疾病の重症化予防などに対する適切な   

評価について検討するべきである。  
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（3）即高く効率的な医療を実   
現する視点   

○ 患者一人一人の心身の状態にあった質の高いサービスをより効率的に受け  

られるようにするためには、医療と介護の機能分化と連携を推進していくこ   

となどが必要であり、医療機関・介護事業所間の連携や医療職種・介護職種   

間の連携などを推進していくことが必要である。   

○ このため、質が高く効率的な急性期入院医療や回復期リハビリテーション   

等の推進や、在宅医療や訪問看護、在宅歯科医療の推進など、医療と介護の   

機能分化と連携などに対する適切な評価について検討するべきである。   

○ その際には、医療職種はもちろんのこと、介護関係者をも含めた多職種間   

の連携などに対する適切な評価についても検討するべきである。  

（4）効率化余地があると思われる領域を適正化する視点   

○ 医療費は公費や保険料を主な財源としており、国民の負担を軽減する観点   

から、効率化の余地があると思われる領域については、その適正化を図るこ  

とが求められる。   

○ このため、後発医薬品の使用促進や、市場実勢価格等を踏まえた、医薬品・   

医療材料・検査の適正評価などについて検討するべきである。  

Ⅲ 後期高齢者医療の診療報酬について  

0 75歳以上の方のみに適用される診療報酬については、高齢者の心身の特   

性等にふさわしい医療を提供するという趣旨・目的から設けられたものであ   

るが、行政の周知不足もあり、高齢者をはじめ国民の方々の理解を得られな   

かったところであり、また、中央社会保険医療協議会が行った調査によれば、   

必ずしも活用が進んでいない実態等も明らかになったところである。  

○ このため、75歳以上という年齢に着目した診療報酬体系については、後   

期高齢者医療制度本体の見直しに先行して廃止することとするが、このよう   

な診療報酬が設けられた趣旨・目的にも配慮しつつ、具体的な報酬設定を検   

討することとするべきである。  

‾  マー   



Ⅳ 終わりに  

○ 中央社会保険医療協議会におかれては、本基本方針の趣旨を十分に踏まえ   

た上で、国民、患者の医療ニーズに即した具体的な診療報酬の改定案の審議   

を進められることを希望する。  
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第35回社会保障審議会医療保険部会  平成21年11月25日   

入院時の食責・居住費について  

②経緯  ①現行制度  

保険給付  

平成6年10月   

食真に係る負担を導入（食材料費のみ）   

※ 標準負担額については、600円（1日）う760円う780円   

う260円（1食）に変遷  

平成17年10月  

介護保険法改正⇒介護保険施設の食糞（食材料責＋調理費（調理  

員の人件費））t居住責（光熱水費）を利用者負担  

平成18年10月   

療養病床に入院する65歳以上の方に、食材料費に加え、週空  
費及び居住真の負担を導入  

保険給付  

＝①基準額（食  

費・居住真の提  

供に必要な額）か  

ら、②標準負担砧  

（患者が負担する  

額）を除いた額  

基準額  

（食費・居住  

真の提供に  

必要な額）  

③標準負担額  

※難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、一食あたり260円（居住費の負担はなし。）  

④事業仕分け時の主な指摘事項  「見直し行う」（入院時の食費・居住費の見直し）  

次の方にも調理費（調理員の人件費）や居住費（光熱水責）を負担していただくべきではないか。  
・一般病床に入院する方 ・療養病床に入院する65歳未満の方   



資料3  第35回社会保障審議会医療保険部会   平成21年11月25日  

市販薬と類似した医療用医薬品について  

1  市販薬と医療用医薬品について   

○ 市販薬：  患者が薬局で購入し、  自らの判断で  用する医薬品  

○ 医療用医薬品： 医師が患者の治療のために処方する医薬品（注）  

注 たとえ市販薬と同一の成分を含むものでも、まり重症の患者に高用量で使用されるなどの   

点で市販薬と異なる。イブプロフェンを含む医薬品の場合、以下のとおり。  

市販薬：  「頭痛、生理痛」等を効能とし、使用量は1日450mgまで。  

医療用医薬品：「慢性関節リウマチ、手術後の消炎・鎮痛」等の効能を有し、使用量は  

1日600mg。  

2 医療保険における取扱  

○ 他の医療用医薬品と同様、医師が患者の治療のために処方する医薬品で  

あり、保険給付の対象とされている。  

3．行政刷新会議「事業仕分け」時 の指摘  

○ 保険給付の対象外とすべき。ただし、具体的に対象外とする範囲につい  

ては、今後議論が必要   



平成21年11月25日  第35回社会保障審議会医療保険部会  

協会けんぽにおける来年度保険料率の見通しの修正について  

平成21年11月17日 の全国健康保険協会   
協会けんぽは、中小企業の従業員を中心とした、健康保険組合に入っていない被用者・家族3500万人の加入する健康保  

険であり、被用者保険の最後の受け皿として、昨年10月に社会保険庁から政管健保を引き継いでいる。協会において、来  
年度の保険料率見通し等を去る10月19日に公表。   

その後も、被保険者の賃金低下に伴う保険料収入の減少、秋以降の新型インフルエンザ流行による医療費の増加など予  
想以上の財政悪化が続いており、その悪化要因を踏まえて、見通しを修正。  

○来年度の平均保険料率は、現行制度を前提として（国庫補助率13％）、現在の8．2岬員しであっ   
たが、これを9．9％に修正（月収28万円の場合、労使合計で月約3600円増であったが、約4800円増に修正）。  

010月5日に続き、本日、国庫補助率引上げを国に再度要望したが、暫定的な補助率（13％）から法律本則上の補   

助率（16．4～20％）に改定された場合であっても、平均保険料率は9．7～9．4％に引上げ（同4200～3400円増）。  

○保険料率の法定上限は10．0％であり、都道府県単位保険料率に係る激変緩和措置や診療報酬改定の内容次第では、   

必要な保険料収入を確保できない事態になる。  

法定上限率  

現行の料率  

激減緩和措置1／10（現行）を維持した  都道府県毎に  
場合の都道府県単位料率への影響  ▲0．06～＋0．06％   

同 ▲0．06～＋0．06％   同 ▲0．06～＋0．06％   

激減緩和措置3／10とした場合の  
都道府県単位料率への影響   

同 ▲0．17～＋0．15％   同 ▲0．17～＋0＿15％   同 ▲0．16～＋0．14％   

診療報酬1  当たりの  
0．08％（満年度も同じ）  0．08％（満年度も同じ）  0．07％（満年度で0．08％）  平均料率への影響  

※激変緩和措置二都道府県単位保険料率へ円滑に移行するため、平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、料率を設定。  
11   



（1）保険財政における全般的な傾向   

近年、患者負担引上げ［H15］、診療報酬のマイナス改定［＝14，H16，＝18，＝20］、老人保健制度の対象年齢引上げ［H14～18］等が講じられ  

てきたが、平成19年度以降はそのような対策の効果も薄れ、構造的な赤字が顕在化し、積立金を取崩しながら運営している。  

1．20  

1．15  

1．10  

1．05  

1．00  

0．95  

15   16   17   18   19  20  21年度  

見通し  

（2）直近の保険料収入の状況   

当協会に加入する被保険者の月収（標準報酬月額）は、予想を超えて下がり続けている。これに伴い保険料収入は更に大き  

く落ち込む見通しに修正。  

4 6 81012 2 4 6 81012 2 4 6 81012 2 4 6 81012 2 4 6 81012 2   

18  19  20  21  22年度  

－ 2 －   



（3）直近の医療責支出の状況   

今年度の加入者一人当たり医療費の伸びは、昨年度より高い。加えて9月後半以降、例年と違い、インフルエンザの報告数が  

急増している。今年度の医療費見通しについては、平成20年度の医療費の傾向を用いて推計していたが、新型インフルエンザ  

の流行の影響を含めることとして見通しを修正。  

4  5  6  7  8  9  

月  月  月  月  月  月  

2  3  ■■－■■■■■20年度  

月  月  ‾21年度  

‖
月
 
 

2
 1

月
 
 

1
 
月
 
 

（4）準備金の状況  

平成18年度に5000億円あった準備金は、直近の収支状況を受け、赤字が更に増える見通しに修正（▲3100→▲4500億円）。  

8，039  ーー 
6,701 シーー 

′ 
0  

●●－、  ′  

8・′ 、－－■′   
ぞ  
増  

ス  

3  

均衡保険料率  

8．0  

準備金残高  

▲6，169   

診療報酬改定・患者負担の 診療報酬改定  
▲2．7％  3割化  ▲し0％  

・総報酬導入  

一 3 －  

Ⅶ 7．5   ▲6，000  

乳幼児の患者負担  
軽減の拡大  
診療報酬改定  
▲0．82％  

診療報酬改定  
▲3．16％  

介護保険  
制度導入  



（5）保険料率の見通し及び国庫補助率引上げの要望  

10月に推計した際より、当協会の保険財政の悪化が更に一段と進み、現行制度（国庫補助率13％）のままでは、来  

年度の保険料率は、8．2％から一気に9．9％に引上げざるを得ない見込み。なお、保険料率の健康保険法上の上限が  

10％であるため、都道府県単位保険料率に係る激変緩和措置や診療報酬改定の内容次第では、必要な保険料収入を  

確保できない事態になる。   

なお、現在の経済状況の下、保険料率の大幅引上げは、被保険者の賃金動向や中小企業の経営環境から見て難し  

いと考えられることから、協会は、国に対して、法律附則で定められた暫定的な国庫補助率（13％）を法律本則上  

の補助率（16．4～20％）に改めるなど所要の制度改正を、10月5日と11月17日に要望している。  

■1  

※40歳以上の被保険者に対する介護分の保険料率については、現在の1．19％から1．43％に引上げざるを得ない   

見通しであったが、上記のような状況を踏まえ、これも1．48％に修正。（月収28万円の場合、労使合計で月約670円増   

であったが、約810円増に修正）。  

ー 4 －   



協会けんぽの収支イメージ（医療分）  

（ 立：意円）  

21年度   22年度  

20年度  

での見直し  
備考   

（決算）  

と －0月時点讐会推計直近で笠戸直し（bト（a）   
（d）  

保険料収入  62，013  60，100 59，600 ▲400   68，400  1，800  ○左の22年度の保険料収入を基に機械的に試算  

※1  68．400  1，700  

′′ （9月改定の場合）11．6％  

収  ※2  66，500  1．700   
※1国庫補助率が13％から16．4％に引き上げ  

国庫補助等  9，093  9・700 9珊 0  9，900  10．000  られた場合の数値。これを基に機械的に試算し  

※1  11，800  た保険料率（3月改定の場合）9．7％ ／／（9月改定の場合）11 ．1％  

入  ※2  13，700 宰※2国庫補助率が13％から20％に引上げられ  

その他  251  600 6 0  300  300  
た場合の数値。これを基に機械的に試算した保  

0   険料率（3月改定の場合）g．4％  

71，357   70   
／J 

69・900 ▲400   
（9月改定の場合）10．6％  

計  78，600  80．400   」  1，800   

保険給付費   43，375   44，500  45．400r  900   45．200  45，600   400  

老人保健拠出金   1，960   
0  

0   0   100  100  0  

9，449   支  11，0。。  11．00。   0   11，900  11，900   0  

後期高齢者支援金   13，131   15，100  15．100  0   14，800  14，800  0  

退職者給付拠出金   4，467  2，700  2．700  0   2・000  2，000  0  

出  9  

O   o  

o  0：  0  0  

その他  1，257  1・7001  1，700   o   L600  1，600  0  

計   73．647   75，000  75．900  900   75，500  00   500   

単年度収支差  ▲2，290   ▲4，600  ▲6叫 ▲1．400   3，100  00  1．400   

準備金残高  1，539   ▲3呵   ▲4・500j ▲1・400   0  0   0   

（注）1．従来の政府管掌健康保険の単年度収支と同様の手法で作成したもの。  

2．端数整理のため、計数が整合しない場合がある。   



資料5（対馬委員提出資料）  第35回社会保障審議会医療保険部会   平成21年11月25日  

健康保険組合の財政状況  （平成21年11月25日）   

（†説円）   
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（注）平成20射豊以前は年度末、21年度は10月1日睨在の数値である。  

健保組合数のピーークは平成4年の1月27組合。  
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21年度は予算の数値である。  
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前期・後期の区分をなくし、65歳以  

上の高齢者を対象に一元的な運用  

を行う別建ての制度   

●患者一部負担を隙く医療費について、5   

劉を目途に公費を投入する。  

●それ以外の5割部分は、高齢者の保険   

料と若年者の支援により賄う。  

●若年者からの支援は、被用者保険と国   

保の若年者数で按分し、被用者保険では、   

公費投入を前提に負担能力に見合った   
ものとする。  



今、3000万人の国民の健康を守る「健康保険組合」は危機に瀕しています。健保組合は、平成20・  

21年度と2年連続で巨額な赤字を計上し、赤字組合の割合も9割を超えています。厳しい財政状態か  

ら、解散に追い込まれる組合もあり、また今後、続出することも懸念され、健保組合は今まさに存亡の危  

機にあります。   

この未曽有の危機を招いた最大の要因は、保険料収入の5割近くを占める過重な高齢者医療制度の  

納付金・支援金負担にあります。高齢者医療の負担は、健保組合がその本来の使命である保険者機能  

を十分に発揮できる、負担可能な納得性のあるものでなければなりません。   

我々は高齢者医療制度を、65歳以上を対象とし、十分な公費投入により国民全体で公平に負担する  

制度に改革するよう、また改革が実施されるまでの間、瀬戸際に立つ健保組合に対し、過重な負担を軽  

減する財政支援を継続・拡大するよう強く要求します。  

「民の力」で、自主・自立を碁盤に3000万人の健康を支え、かつ最も効果的・効率的に保険者機能  

を発揮できる健保組合は、皆保険制度の維持に不可欠です。また、財政調整・一元化は、保険者の自主  

性と経営努力のインセンティブを否定し、保険者機能の高度化を阻害するものであり、絶対に認められ  

ません。国民の安心確保に向けて「健康保険組合制度」を守るべく、我々は不退転の決意で臨みます。   

全ての健保組合は次の事項の実現を期し、組織の総意をもってここに決議します。  

高齢者医療制度の改革と適正な公黄投入の実現   

高齢者医療制度は、年金、介護との整合性の面からも、前期・後期を区切らず65歳以上を対象にし  
た新たな制度に再構築すべきです。また、その費用は、国民全体で支える観点から、国による十分な公  
費を中心に賄われるべきです。  

健保組合の過重な負担を軽減する財政支援の継続・拡大   

健保組合は、平成20年度3060億円、21年度6150億円と2年連続で巨額の赤字を計上し、9割が赤  

字組合に陥っています。その最大の要因は、高齢者医療制度の納付金・支援金の過重な負担にあります○  

制度が改革されるまでの間、過重な負担に苦しむ健保組合に対し、財政支援措置を継続・拡大すべきです。  

制度間の財政調整・一元化の断固柑止   

財政調整・一元化は、保険者の自主性を否定し、保険者の効率化の意欲や経営努力を低下させるも  
のです。医療保険に欠くことのできない保険者機能の発揮を阻害する制度間の財政調整や一元化は、  
断固阻止します。  

保険者機能を十分に発揮できる組合方式の推進   

健保組合は、疾病保険的役割にとどまらず、医療費の適正化、加入者へのきめ細かい保健事業等、保  

険者機能を最も効果的に発揮できる保険者です。副削ヒ等による医療費の増大が避けられない中、限  
りある医療資源を有効活用するためにも、保険者機能を十分に発揮できる組合方式を推進すべきです。   

て・r’モ  



平成21年11月25日  第35回社会保障審議会医療保険部会  資料6（柴田委員提出資料）  

平成21年11月25日 国民健康保険中央会  国民健康保険の財政状況  

診療報酬プラス改定の国保への影響  

国保（市町村）の収支状況〔退職被保険者分を除く〕  
（単位：憶円）  

単年度収支差引額  
黒字・赤字保険者数   

（注）1．厚生労働省資料による。   
2．平成14年度は、市町村の国保特別会計の会計年度区分の見直し（4月－3月診療ベースから3月～2月診療ベースヘ）があり、  

11ケ月決井であるため、保険給付費琴について平成15年3月診療分を加え12ケ月分とした上で算出している。   
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